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日本スポーツ振興センターについて

「日本スポーツ振興センター災害給付制度」とは…
学校内（学校での授業，休み時間，登下校時）において，けがをしたときに給付金が出る制度

です。全員に，毎年，年度初めに共済掛金４６０円（実際の掛金 円で 円を市で負担してい920 460

ます ）と共に加入していただいています。。

９月から変更があります。
鉾田市では，医療福祉制費支給制度（マル福）により小学生までの医療費の一部が助成されてい

ますが，窓口支払額が１５００円以上の治療の場合は，この日本スポーツ振興センターの災害共済

給付制度を優先してご利用ください。

けがの発生から，給付まで…

１５００円未満

１５００円以上

または，通院や薬などを合

わせると１５００円以上に

なる

マル福対象者の場合

マル福使用

実費で払う

学校へ連絡

給付金の支払い

（支払いまでに，２，３ヶ月か

かります。）

災害給付金の対象とは

なりません。

学校内でけがを

した！！

病院窓口での

支払額

日本スポーツ振興センターは，もし，けがにより障

害が残った場合，見舞金が支給されるなど，少ない掛

金で手厚い給付が受けられます。


